
（総  則）

第１条 令和５年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 40,550 戸

(2) 7,556,000 ｍ３

(3) 20,645 ｍ３

(4)

448,731 千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款 1,730,263 千円

第１項 1,396,932 千円

第２項 333,330 千円

第３項 1 千円

第１款 1,690,885 千円

第１項 1,613,041 千円

第２項 67,843 千円

第３項 1 千円

第４項 10,000 千円
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（資本的収入及び支出）

第４条

第１款 56,008 千円

第１項 56,008 千円

第１款 652,278 千円

第１項 452,432 千円

第２項 194,846 千円

第３項 5,000 千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第５条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。

(1)

(2)

(3)

資 本 的 収 入

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,847千円で補てんするものとする。）。

収 入

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額596,270千円は、過年度分損益勘定留保資金560,423千円、当年
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。

(1) 212,570 千円

(2) 90 千円

（たな卸資産の購入限度額）

第７条 たな卸資産の購入限度額は、27,179千円と定める。
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